
議案第15号 

 

北上地区消防組合消防本部庁舎建設用地取得に係る訴えの提起について 

 

 次のとおり訴えを提起するため、地方自治法第96条第１項第12号の規定により、議

会の議決を求める。 

 

１ 事件の名称 

  共有物分割請求訴訟事件 

 

２ 原告及び被告 

(1) 原告 岩手県北上市柳原町二丁目３番６号 

       北上地区消防組合 

(2) 被告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                      

       ・・・・・  

 

３ 事件の内容 

  被告は、北上地区消防組合消防本部庁舎を建設する用地の一部に関し、売買契約

締結に応じていないもの。 

 

４ 物件目録 

  別紙物件目録のとおり 

 

５ 訴えの趣旨及び原因 

(1) 訴えの趣旨 

ア 別紙物件目録記載１から３までの各土地をいずれも原告の所有とする。 

イ 被告は、原告から(代償金として)・      円の支払を受けるのと引き換

えに、原告に対し、別紙物件目録記載１から３までの各土地の持分20分の２につ

いて、いずれも共有物分割を原因とする持分移転登記手続を行う。 

(2) 訴えの原因 

別紙物件目録記載の土地は、北上地区消防組合消防本部庁舎を建設する用地の

一部であり、登記簿上の地目は田となっているが、現状は田としては使われてお

らず雑種地である。登記名義人は８名での共有状態であったことから、そのうち、

７名の持分（20分の18）については原告が売買契約を締結し、所有権移転登記が

完了している。これに対して、被告の持分（20分の２）については、用地交渉の

ために被告に連絡するも一切応答がないため、売買契約の締結ができず所有権移



転登記ができない状況である。 

原告が被告の持分20分の２を取得するためには、民法第258条第１項に基づき、

共有物分割請求訴訟を提起し、判決を得る方法が最適であると判断されることか

ら、同訴訟を提起するものである。 

 

６ 訴訟の方針 

本件訴訟の結果必要がある場合は、上訴するものとする。 

 

  令和５年５月23日提出 

北上地区消防組合                

管理者 北上市長 八重樫 浩 文       

 

提案理由 

 北上地区消防組合消防本部庁舎を建設する用地の一部を取得するにあたり、売買契

約の締結に応じない地権者に対し、訴えを提起しようとするものである。 


